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12月25日㈪納付期限 市・府民税第４期、国民健康保険料第７期、後期高齢者医療保険料第６期（普通徴収）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
定

申
告
が
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
画

面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入

力
す
る
だ
け
で
確
定
申
告
書
を
作
成

で
き
ま
す
。
申
告
期
間
中
は
い
つ
で

も
利
用
で
き
、
税
務
署
に
行
く
手
間

が
省
け
ま
す
。
不
明
な
点
は
電
話
で

問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
告
書
の
提
出
方
法

　

次
の
い
ず
れ
か
で
提
出

◦
作
成
コ
ー
ナ
ー
か
ら
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ

で
送
信
…
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

な
ど
の
電
子
証
明
書
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
必
要
。
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
な
ど
か
ら
は
利
用
不

可
◦
印
刷
し
て
提
出
…
郵
送
な
ど
で
税

務
署
に
送
付

問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
０
１
８
１

※
音
声
案
内
に
従
っ
て
２
を
押
し
て

く
だ
さ
い

12
月
は
税
収
確
保
重
点
月
間

　

府
で
は
、
12
月
を
「
税
収
確
保
重

点
月
間
」
と
定
め
、
府
内
の
市
町
村

と
連
携
し
て
、
滞
納
者
へ
の
徹
底
し

た
催
告
や
財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど

を
行
い
、
納
期
内
に
納
税
し
た
人
と

の
税
の
公
平
性
を
確
保
し
ま
す
。

問
合
先　

北
河
内
府
税
事
務
所

　

☎
０
７
２
（
８
４
４
）
１
３
３
１

償
却
資
産
申
告

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
の

ほ
か
、
償
却
資
産
（
事
業
用
資
産
）

に
も
課
税
さ
れ
ま
す
。
個
人
・
法
人

と
も
に
、
30
年
１
月
１
日
現
在
の
資

産
状
況
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
が
必
要
な
場
合

◦
市
内
に
事
業
用
（
製
造
・
販
売
・

建
設
・
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
）
の
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

◦
市
内
の
事
業
所
に
事
業
用
と
し
て

償
却
資
産
を
貸
し
て
い
る

◦
倉
庫
な
ど
の
不
動
産
の
賃
貸
業
を

営
ん
で
い
る

申
告
期
限　

30
年
１
月
31
日
㈬

申
告
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
１
８

一
時
避
難
地
を

確
認
し
ま
し
ょ
う

　

市
で
は
、
地
震
な
ど
に
よ
る
大
規

模
災
害
発
生
時
に
二
次
的
な
災
害
か

ら
身
を
守
る
た
め
、
公
園
な
ど
36
カ

所
を
一
時
的
に
自
主
避
難
す
る
「
一

時
避
難
地
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

災
害
が
起
き
た
と
き
に
慌
て
な
い

よ
う
、
日
ご
ろ
か
ら
最
寄
り
の
一
時

避
難
地
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

※
一
時
避
難
地
の
場
所
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

市役所の日曜相談窓口

相談内容 とき
持ち物・

業務内容など
相談・問合先

マイナンバー

12月10日㈰ 
午前９時～
正午

業 務内容　通知カ
ード・個人番号
カードの交付、
マイナンバーに
関する相談

市民課
☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

12月24日㈰ 
午前10時～
午後３時

持 ち物　年金手帳
、印鑑など

※ 離職した人、同
世帯の代理人の
申請時は別途必
要書類あり

市民課
☎０６(６９０２)６００５

市税納付
※ 証明書の発行な

どは不可
納税課
☎０６(６９０２)５９３５

国民健康保険

料・後期高齢

者医療保険料

納付

※ 南部市民センタ
ーでも受付可。
ただし、納付書
・保険証の発行
は不可のため後
日郵送

保険収納課
☎０６(６９０２)５９３９

付
加
年
金
、
国
民
年
金
基

金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

　

付
加
年
金
、
国
民
年
金
基
金
は
年

金
受
給
額
を
増
や
し
、
老
後
を
よ
り

豊
か
に
す
る
た
め
の
公
的
な
年
金
制

度
で
す
。

対
象　

20
歳
～
59
歳
の
国
民
年
金
第

１
号
被
保
険
者
、
60
歳
～
64
歳
の

任
意
加
入
者
で
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
者

※
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
を
免
除

さ
れ
て
い
る
人
は
加
入
不
可

掛
け
金
・
受
給
額

◦
付
加
年
金
…
掛
け
金
は
月
額
４
０

０
円
。
受
給
額
は
２
０
０
円
に
納

付
月
数
を
乗
じ
た
額

◦
国
民
年
金
基
金
…
掛
け
金
、
受
給

額
は
給
付
の
型
、
口
数
な
ど
に
よ

り
異
な
る

※
掛
け
金
は
確
定
申
告
の
控
除
対
象

※
付
加
年
金
と
国
民
年
金
基
金
の
同

時
加
入
は
不
可

問
合
先　

【
付
加
年
金
】

　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

【
国
民
年
金
基
金
】

　

大
阪
府
国
民
年
金
基
金

　

☎
０
６
（
６
７
７
５
）
５
７
７
５

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
ご
利

用
く
だ
さ
い

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
で
は
、
自
身
の

年
金
記
録
の
確
認
や
、
将
来
の
年
金

受
給
見
込
額
を
試
算
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
参
照

国
民
年
金
保
険
料
納
め
忘

れ
の
案
内
を
民
間
委
託

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
忘
れ
て
い
る
人
へ
の

電
話
・
文
書
・
戸
別
訪
問
に
よ
る
納

付
の
案
内
や
免
除
な
ど
の
申
請
手
続

き
の
案
内
を
民
間
業
者
へ
委
託
し
て

い
ま
す
。

　

委
託
事
業
者
が
、
銀
行
口
座
を
指

定
し
て
振
り
込
み
を
お
願
い
す
る
こ

と
や
、
現
金
を
預
か
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

委
託
事
業
者

　

日
立
ト
リ
プ
ル
ウ
ィ
ン
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ

印
刷
共
同
企
業
体

　

☎
０
１
２
０
（
２
１
１
）
２
３
１

問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６
（
６
９
９
２
）
３
０
３
１

◆申告の対象になる償却資産

資産の種類 細目（例）

構築物
（建物附属設備）

煙突、水槽、路面舗装、門、塀、広告塔、ネオン塔、フェンス、外
灯、植栽、庭園、そのほか土地に定着する土木設備、工作物、店用
簡易装備など

機械、装置
旋盤、ボール盤、ホイスト、コンベア、変電設備、動力配線設備、
そのほか物品の製造、加工、修理などに使用する設備など

車両、運搬具
道路運送車両法上大型特殊自動車とされるもの、自転車、荷車など
（自動車税、軽自動車税を課されるものを除く）

工具器具、備品
パソコン、測定工具、切削工具、看板、陳列ケース、ロッカー、テ
レビ、冷暖房機器、厨房用品、複写機、計算機、理美容機器など

◆一時避難地一覧

茨田公園 一番柳田町北１号公園

新橋公園 大橋町公園

中町公園 三ツ島公園緑地

石原町公園 三ツ島公園

東打越公園 東江端町３号公園

幸福町公園 岸和田１号公園

柳町公園 サン・ジョゼ広場

北打越公園 岸和田北部遊水公園

下三ツ島公園 末広町北公園

若葉公園 一番柳田町北２号緑地公園

下馬伏南公園 門真南緑地

四宮公園 東江端２号公園

浜町公園 浜町児童遊園

速見町公園 月出町中央公園

四宮１号公園 さくら広場※

四宮３号公園 コノミヤ門真千石東店駐車場※

元町中央公園
本町市営住宅敷地内広場および
本町市住児童遊園

門真南公園 大阪国際大学守口キャンパス※

※防災協定により、大規模災害時などに利用可

　

市
で
は
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
が
日
本

に
落
下
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
、

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
を
活
用
し
て
市
内
50
カ

所
の
防
災
行
政
無
線
か
ら
特
別
な
サ

イ
レ
ン
音
と
共
に
緊
急
情
報
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
落
ち
着
い
て
直
ち
に

行
動
し
ま
し
ょ
う
。

◆
屋
外
に
い
る
場
合

　

近
く
の
建
物
の
中
か
地
下
に
避
難

し
ま
し
ょ
う
。
で
き
れ
ば
頑
丈
な
建

物
が
望
ま
し
い
で
す
が
、
そ
れ
以
外

の
建
物
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
近
く
に

建
物
が
な
い
場
合
は
、
物
陰
に
身
を

隠
す
か
、
地
面
に
伏
せ
て
頭
部
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

◆
屋
内
に
い
る
場
合

　

す
ぐ
避
難
で
き
る
場
所
に
よ
り
頑

丈
な
建
物
や
地
下
が
あ
れ
ば
そ
ち
ら

に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
以
外

の
場
合
は
、
慌
て
て
外
に
出
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
屋
内
で
は
、
窓

か
ら
離
れ
る
か
、
窓
の
な
い
部
屋
に

移
動
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
国
民
保
護
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
（http://www.kokum

inho
go.go.jp/

）
参
照

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

弾
道
ミ
サ
イ
ル
落
下
時
の

行
動
を
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う

　ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」から気軽に
申し込めるようになります。返礼品もリニューアル前の11種類か
ら100種類以上に充実し、返礼品製作者の秘話も公開します。
　また、寄附金の使い道が具体的に選べるようになります。

※詳しくは市ホームページ参照。または問い合わせ
問合先　ふるさと門真応援事務局　☎０５０(３７８６)６９３５
　魅力発信課　☎０６(６９０２)５６０５

【ふるさとチョイス】

https://www.

furusato-tax.jp/japan/

prefecture/27223

【まいぷれ門真】

http://kadoma.mypl.

net/article/furusato_

kadoma

インターネットでの申し込み・

返礼品の確認はこちら

返礼品の製作秘話などは

こちら

12月１日
午後１時か　

　ら

門真市ふるさと納税が

生まれ変わります！

寄附金の使い道

地域の絆を育む「ふるさと門真まつり」を応援！

貧困の連鎖を断ち切り、子どもの夢や希望を支援！

妊娠から育児までの切れ目のない支援で子育てを応援！

世界にはばたく中学生を応援！

文化芸術の殿堂「ルミエールホール」を応援！

門真市の子どもたちに楽しい公園や広い道路を！

門真市を「きれいなまち」に！清掃活動を応援！

市長におまかせ（災害への備えなど）

寄附金の使い道を選んで門真市を応援！ 周りの人にも

紹介してね！

防

災

税

金

年

金

門真市ふるさと納税が生まれ変わります！平成29年12月号
広報かどま 4


